
 

 

令和６年９月 定例県議会 提出予定案件 総括表 
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決算認定について 
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１ 

 

 

 

・専決処分の報告        ２ 

・健全化判断比率        １ 

・資金不足比率         １ 

 

      １ 

 

・市の境界変更           １ 

・契約の締結            ４ 

・損害賠償の額の決定及び和解    １ 

・一般会計及び２３特別会計 
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令和６年９月 定例県議会 提出予定案件表（予算案） 

議 案 番 号 案      件      名  

議案第 1号 

 

 

令和 6年度千葉県一般会計補正予算（第 2号） 

 

                     （単位：百万円） 

現計予算額 補 正 額 補 正 後 

2,108,000 10,227 2,118,227 

 

   ［内容］ 

     総合計画の推進に係るもの等 

      

 

 

議案第 2号 令和 6年度千葉県特別会計財政調整基金補正予算（第 1号） 

 

                     （単位：百万円） 

現計予算額 補 正 額 補 正 後 

46,010 4,940 50,950 

 

［内容］ 
     地方財政法に基づく積立に係るもの 
 

 

  

議案第 3号 令和 6年度千葉県特別会計上水道事業会計補正予算（第 1号） 

  

                              （単位：百万円） 

 現計予算額 補 正 額 補 正 後 

収益的支出 81,221 66 81,287 

資本的支出 76,896 ▲277 76,619 

  

［内容］ 
     人件費の補正のほか、企業局本局新庁舎（仮称）整備事業について、事業費を

補正するとともに債務負担行為の変更を行うもの 
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令和６年９月 定例県議会 提出予定案件表（予算案） 

議 案 番 号 案      件      名  

議案第 4号 

 

 

令和 6年度千葉県特別会計工業用水道事業会計補正予算（第 1号） 

 

                             （単位：百万円） 

 現計予算額 補 正 額 補 正 後 

収益的支出 13,522 13  13,535 

資本的支出 12,239 ▲73 12,166 

 

   ［内容］ 
     人件費の補正のほか、企業局本局新庁舎（仮称）整備事業について、事業費を

補正するとともに債務負担行為の変更を行うもの 

      

 

 

議案第 5号 令和 6年度千葉県特別会計病院事業会計補正予算（第 1号） 
 

                             （単位：百万円） 

 現計予算額 補 正 額 補 正 後 

資本的支出 5,756 ▲74 5,682 

 

［内容］ 

     がんセンター施設整備に必要な予算について、今年度の事業費の減額の 

ほか債務負担行為の変更を行うもの 
 

 

  

議案第 6号 令和 6年度千葉県特別会計造成土地管理事業会計補正予算（第 1号） 
 

                             （単位：百万円） 

 現計予算額 補 正 額 補 正 後 

収益的支出 12,030 ▲18 12,012 

資本的支出 8,151 ▲125 8,026 

   

［内容］ 
     人件費の補正のほか、企業局本局新庁舎（仮称）整備事業について、事業費を

補正するとともに債務負担行為の変更を行うもの 

 

 

 

  

【担当課】 

総務部財政課 

043（223）2076 
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令和６年９月 定例県議会 提出予定案件表（条例案） 

議 案 番 号 案     件     名  

議案第 7号 

 

 

使用料及び手数料条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 行政財産等の使用料について、消費税相当額の算定や日割計算に関する規定等を整備

するため、所要の改正を行うもの 

 

《改正内容》 

 １．行政財産等の土地の使用料について、「1 月に満たない土地使用の場合」又は  

「駐車場その他の施設の利用に伴って土地使用される場合」における消費税相当額

に関する規定を整備する。 

 

 ２．港湾施設用地占用料において、使用を開始する日が月の初日でないとき又は使用

を終了する日が月の末日でないときにおける当該月の使用料を日割計算とする。 

 

 ３．その他所要の規定整備を行う。 

 

《施行期日》 

 令和 7年 4月 1日 等 

  

 

 

 
 

 

  

【担当課】 

１ 総務部資産経営課 

043（223）2077 

 農林水産部漁港課 

  043（223）3205 

  県土整備部用地課 

  043（223）3346 

  県土整備部河川環境課 

  043（223）3160 

  県土整備部港湾課 

  043（223）3838 

  県土整備部公園緑地課 

  043（223）3995 

２ 県土整備部港湾課 

  043（223）3838 
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令和６年９月 定例県議会 提出予定案件表（条例案） 

議 案 番 号 案      件      名  

議案第 8号 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

  生活保護法の一部改正（令和 6年 4月 24日施行）に伴い、条例で特定個人情報を

利用できることとしている事務の名称を変更するもの 

 
《施行期日》 

 公布の日 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当課】 

総務部デジタル戦略課 

043（223）2046 
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令和６年９月 定例県議会 提出予定案件表（条例案） 

議 案 番 号 案      件      名  

議案第 9号 

 

 

 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の 

制定について 

 

  児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（内閣府令）等の一部改正（令和 6年

4 月 1 日施行）により保育所等における職員の配置基準を変更する等、所要の   

改正を行うもの 

 （条例の内容は、内閣府令等の基準に準拠したもので、県独自の基準はない） 

 

《改正内容》 

１．保育所等に配置する保育士等の員数について、以下のとおり改正する。 

児童の年齢 
保育士等の配置人数 

現 行 改正後 

3歳児 おおむね 20人に 1人 おおむね 15人に 1人 

4～5歳児 おおむね 30人に 1人 おおむね 25人に 1人 

  また、保育等の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正前の  

基準を適用できるように経過措置を設ける。 

 

２．その他所要の規定整備を行う。 

 

《施行期日》 

  公布の日 

 

 

 

 

【担当課】 

健康福祉部子育て支援課 

043（223）2355 
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 令和６年９月 定例県議会 提出予定案件表（条例案） 

議 案 番 号 案     件      名  

議案第 10号 

 

 

千葉県医師修学資金貸付条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 医師修学資金貸付金について、国が医師養成数の考え方を令和 7 年度も維持する

こととしたため、条例の失効日を令和 8年 3月 31日まで延長するもの 

 

 

《施行期日》 

  公布の日  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当課】 

健康福祉部医療整備課 

043（223）3881 
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令和６年９月 定例県議会 提出予定案件表（条例案） 

議 案 番 号 案      件      名  

議案第 11号 

 

県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例及び県営水道事業の 

布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を 

改正する条例の制定について 

 

水道法施行令及び水道法施行規則が一部改正（令和 6 年 4 月 1 日等施行）   

されたことに伴い、所要の改正を行うもの 

 （条例の内容は、水道法施行令等の基準に準拠したもので、県独自の基準は  

ない） 

 

《主な改正内容》 

１．水道行政が厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管されたことに伴い、 

条文上の「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」とする。 

 

２．布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件の見直しに伴う改正 

（１）県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例 

ア 水道技術管理者の資格要件における特例的取扱いの見直し 

イ 技術上の実務経験年数が短縮される専用水道の規模の緩和 

 

（２）県営水道事業の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を

定める条例 

ア 布設工事監督者の資格要件の見直し 

・学歴及び学科要件に「機械工学科（機械科）」及び「電気工学科   

（電気科）」を追加 

・技術上の実務経験年数に他分野の実務経験を加味  

イ 水道技術管理者の資格要件における特例的取扱い見直し 

     （１）アと同様の見直し 

 

３．その他所要の規定整備を行う。 

 

《施行期日》 

 令和 7年 4月 1日 等 

 

 

 

  

 

【担当課】 

健康福祉部薬務課 

043（223）2624 

企業局水道部計画課 

043（211）8637 
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令和６年９月 定例県議会 提出予定案件表（条例案） 

議 案 番 号 案      件      名  

議案第 12号 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県中小企業融資損失てん補条例の一部を改正する条例の制定について 

 

  産業競争力強化法の一部改正（令和 6年 6月 7日公布）により、項ずれが生じた

ことから所要の規定整備を行うもの 

 

 ⇒条例内容の変更はなし 

 

 

《施行期日》 

 公布の日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当課】 

商工労働部経営支援課 

043（223）2707     


